












 (１) 関連工事について

 (２) 周辺状況について

 (３) 安全対策について

 (４) 事前周知について

 (1) 事前測量等について

 (２) 残土処理について

 (４) 交通誘導員の配置について

 (５) 現場打ち鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄについて

 (６) 函渠工について

 (７) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ泥落装置(ｽﾊﾟｯﾂ)について

 (８) 橋台背面･補強土壁盛土材について

 (９) 田園の用排水について

 (10) その他について

（11）暴力団等の排除について
１　　乙が、この契約の履行期間中に宮城県入札契約暴力団等排除要綱
　　（平成20年11月１日施工。（以下、「排除要綱」と言う）。別表各号に該当すると認められたときは、契約を解除することができる。

２　乙は排除要綱別表各号に該当し、宮城県から指名停止措置を受けている者に、この契約の全部又は一部を下請負させ、若しく
　　は受託させてはならない。また、この契約の下請負受託をさせた者が、排除要項別表各号に該当すると認められたときは、当該
　　下請契約等の解除を求めることができる。

３　乙は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者（以下、「暴力団員等」という）。から不当要求を受けたときは、速やか
　に警察への通報をおこない、捜査上必要な協力をおこなうとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託
　をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。なお、暴力団員等から不
当
　要求又は被害を受け、警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が適切に行われた場合で、これにより、履行延滞等が発生
　する恐れがあると認められるときは、必要に応じて工程の調整、工期の延長等の措置を講ずる。

当該工事箇所は田畑が隣接しているため、油脂類の流出、セメント類の飛散がないよう対策を講じること。

一般車両や第三者の安全確保のため，必要となる交通誘導員や保安施設等を適切に配置すること。

工事に先立ち、地元関係住民や登米市および土地改良区などの関係機関に対し、工事内容の説明を行うこと。

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ泥落装置設置期間は、盛土材(土砂)の搬入・搬出期間を計画している。

（１）スランプ値
　現場打ち鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては，「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン（平成29
年3月，流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会）」を基本とし，構造物の種類，部材の種類と大きさ，鋼材の配筋条件，コンク
リートの運搬，打込み，締固め等の作業条件を適切に考慮し，スランプ値を設定するものとする。
　ただし，一般的な鉄筋コンクリート構造物※　においては，スランプ値を12cmとすることを標準とし，レディーミクストコンクリート標準
仕様基準によるものとする。

※「一般的な鉄筋コンクリート構造物」とは，共通仕様書等に記載のあるコンクリート舗装工，現場打ち杭等の水中コンクリート及びト
ンネル覆工を除く。

（２）スランプ値の変更
　一般的な鉄筋コンクリート構造物の施工における現場打ちコンクリートのスランプ値を標準の12cmから変更しようとする場合は，コ
ンクリート標準示方書（施工編）の「最小スランプの目安」等に基づき，変更が必要と認められる場合は設計変更の対象とする。

当該工事箇所において、先行工事及び後発工事を計画しているので、施工時期や手順について関係者と調整のうえ工事を進める
こと。

1号函渠工の掘削土は、本線の路体盛土に流用する。
函渠工の施工は、ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞ盛土の沈下（残留沈下10cm以下）が収束をした後に施工をすること。
(詳細については、契約後に報告書を確認すること。)

 １　現場条件

　特　記　事　項

共通仕様書第１編共通編１－１－３７に基づき，事前測量を実施し，測量結果を監督職員に提出すること。
監督職員からの施工図等の作成指示があった場合は，図面作成，数量計算等を実施し，成果を提出すること。

 ２　施工

残土処理については、現場内運搬(運搬距離L=0.3㎞)としている。
処理場所・処理方法について、変更となる場合は協議事項とする。

本工事で使用する盛土材は、他事業切土、みやぎ高速幹線道路事業の土砂を計画している。
他事業切土については、登米市登米町内の公共工事から発生する土砂等を流用する計画となっている。(ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ　L=15.9㎞)
作業区分として、積込、ダンプトラック運搬を当該工事が行う計画としている。
また、みやぎ高速幹線道路事業の土砂については、近接工事より発生する土砂を流用する計画となっている。
(盛土撤去土 L=0.8㎞)(仮設道路撤去土 L=1.0km)
作業区分とし、ダンプトラック運搬を当該工事が行う計画としている。
なお、搬出先との工程調整等により、土量が変更になることもあるので留意すること。
(詳細な位置については、監督員より指示する。)

工事施工期間中(搬入･搬出)出入りについては、交通誘導員Ｂ(市道)交通誘導員A(国道)を1名配置(計2名)計画している。
交通誘導について、先行･近接工事との工程連絡・報告し誘導による事故の無いよう努めること。

橋台背面･補強土壁盛土材について流用土を計画しているので、流用土が盛土適用可能か試験(三軸圧縮試験等)を行い利用可
能か確認し施工すること。

 (３) 載荷盛土材について

当該工事箇所は田畑が隣接しているため、周辺状況を確認し田園の用排水について留意すること。

疑義が生じた場合は，施工前に監督職員に協議すること。




















